






































　 広島市、廿日市市、大竹市にまたがる約６２１ｋ㎡の地域であり、平成１１年６月末の豪雨によって、広島県では
土石流やがけ崩れなどの土砂災害により、２４名もの方が亡くなる大きな被害が発生しました。
　この災害を契機として平成１３年度から国により人口や各種資産が集中する土地周辺地域を土砂災害から守るために広島西部山
系直轄砂防事業に着手しました。現在は広島西部山系管内の２１地区で砂防事業を進めています。





　 中国地方を東西に結ぶ主要交通網が横断してい
るため、災害が発生した場合に、その影響が広域にわたること、宅地開発
により砂防施設の設置にあたり、その位置が制限されること、団地等の一
連の保全対象に複数の危険渓流のはん濫区域が重複しているため、集中的
な投資により効率的な施設整備が必要なことから、直轄砂防事業を実施し
ています。
　ハード対策においては、地元の皆さんの声を取り入れ、地域に親しまれ
るとともに、環境面にも配慮した土砂災害防止施設の重点的・効率的な整
備を推進しています。
　また、ソフト対策では、広島県や関係市と連携を図りながら、避難訓練
等防災活動の支援や、小学校への出前講座等防災意識の向上に向けた取り
組みを積極的に進めています。
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